
1 

 

公立大学法人会津大学のハラスメントの防止等に関する規程 

（平成１８年４月１日規程第４２号） 

改正 平成２９年 ３月３０日規程第４４号  

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人会津大学職員就業規則（平成１８年規程第３６号。

以下「就業規則」という。）第３１条の規定に基づき、ハラスメントの防止等に関

し、必要な事項を定めることにより、公立大学法人会津大学（以下「法人」という。）

における役職員、学生等及び学外関係者の人権の擁護、就労・修学上の適正な環境

の確保、利益の保護を図ることを目的とする。 

２ ハラスメントに関する苦情の申出及び相談、ハラスメント防止のための学内の委員

会等については、別に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 役職員 法人の役員、教員、研究員、事務職員、技術職員をいい、常勤、非

常勤を問わない。 

（２） 学生等 学部学生、大学院生、研究生、研修員、科目等履修生及び聴講生を

いう。 

（３） ハラスメント 第４号から第８号までに該当するものをいう。 

（４） セクシュアル・ハラスメント 優越的な地位や継続的関係を有する者が行う

相手方の意に反する性的な言動（性的な関心や欲求に基づく言動であって、性別

により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含み、法人の内外を問わない

ものをいう。）により、相手方に不利益や不快感を与え又は就労、教育、勉学、

学習及び研究に係る意欲や環境を害することをいう。 

（５） アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場において、教育・研究上の地

位や権力関係を利用して、不適切な言動や指導により、相手方の勉学、学習及び

研究に係る意欲や環境を害することをいう。 

（６） パワー・ハラスメント 職務上の地位や権力関係を利用して、不適切な言動

や待遇により、相手方の就労、教育及び研究に係る意欲や環境を害することをい

う。 

（７） 妊娠・出産、育児、介護等に関するハラスメント 妊娠・出産、育児、介護

等に関する制度や措置の利用を阻害する言動、当該制度や措置を利用したことに

よる嫌がらせ、妊娠・出産、育児、介護等をしたことに対する嫌がらせ等により、

相手方に不利益や不快感を与え又は就労、教育、勉学、学習及び研究に係る意欲

や環境を害することをいう。 

（８） その他のハラスメント 第４号から第７号までに該当するもののほか、性、

人種、国籍、年齢、セクシュアリティ（性的指向）、性自認、障がいの有無など
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に基づく差別的な言動、差別的取扱い等、相手の人格権その他の人権を侵害する

言動により、相手方に不利益や不快感を与え又は就労、教育、勉学、学習及び研

究に係る意欲や環境を害することをいう。 

 

 (役職員及び学生等の責務) 

第３条 役職員及び学生等は、この規程に従い、ハラスメントの防止等に努めるものと

する。 

 

（理事長の責務) 

第４条 理事長は、法人におけるハラスメントの防止について統括し、ハラスメントに

起因する問題が生じた場合には、第１条第２項に規定する委員会の報告を尊重し、必

要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。 

２ 理事長は、役職員及び学生等がハラスメントに関し相談をしたこと、事実関係の確

認に協力したこと等を理由として、その者に対して懲戒処分その他いかなる不利益

的な取扱いをし、又はそれを行わせてはならない。 

３ 理事長は、役職員及び学生等がハラスメントに関し相談をしたこと、事実関係の確

認に協力したこと等を理由として、その者の就労環境又は修学環境が悪化すること

のないように、適切な措置を講じなければならない。 

 

（懲戒処分） 

第５条 ハラスメントを行った役職員は、その態様により、信用失墜行為、又は役職員

たるにふさわしくない非行に該当するものとして、就業規則その他関係規程に基づ

き、懲戒処分に付されることがある。 

２ ハラスメントを行った学生等は、その態様により、学生としての本分に反する行為

をした学生に該当するものとして、会津大学学則（平成１８年規程第３号）、会津

大学大学院学則（平成１８年規程第４号）会津大学短期大学部学則その他関係規程

に基づき、懲戒処分に付されることがある。 

３ ハラスメントに関し相談をしたこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由とし

て、その者に対して不利益的な取扱いや嫌がらせを行った役職員又は学生等は、そ

の態様により、就業規則、会津大学学則、会津大学大学院学則、会津大学短期大学

部学則その他関係規程に基づき、懲戒処分に付されることがある。 

 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は，理事長又

は学長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


